
平成23年度決算健全化判断比率等(確定値)〈１〉

県内全団体で早期健全化基準未満を達成
なお、実質公債費比率については、起債時に許可を要する水準の１８％以上となる団体が

２団体(みなべ町、上富田町)あります。

※団体別の健全化判断比率は、別紙１のとおりです。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第４項及び同法第２２条第３項の規定に基
づく県内市町村等(※)の健全化判断比率及び資金不足比率が確定しましたので、その概要を公
表します。

なお、平成２４年９月２８日付けで公表した各比率の暫定値から異動はありません。

※市町村等…市町村及び公営企業会計を有する一部事務組合(資金不足比率のみ)

１ 健全化判断比率の概要

県内市町村等が経営する全ての公営企業会計で経営健全化基準未満を達成
ただし、２つの公営企業会計において、資金の不足額が生じている状態

※資金の不足額が生じている公営企業会計の資金不足比率は、別紙２のとおりです。

２ 資金不足比率の概要
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和歌山市 77,185,468 11.25% － － 16.25% － － 11.6% 11.7% 148.3% 158.4%

海南市 13,987,659 12.86% － － 17.86% － － 13.9% 13.9% 131.1% 144.3%

橋本市 15,116,815 12.77% － － 17.77% － － 12.5% 12.7% 161.4% 150.8%

有田市 7,423,342 13.91% － － 18.91% － － 15.3% 16.3% 61.8% 87.5%

御坊市 6,890,453 14.09% － － 19.09% － － 13.3% 14.3% 116.2% 123.2%

田辺市 24,273,831 12.13% － － 17.13% － － 14.2% 17.3% 65.4% 68.9%

新宮市 9,226,534 13.47% － － 18.47% － － 12.6% 13.0% 86.4% 76.4%

紀の川市 18,117,339 12.59% － － 17.59% － － 11.3% 11.5% 44.3% 46.7%

岩出市 9,047,295 13.51% － － 18.51% － － 6.8% 7.8% 7.0% 19.8%

紀美野町 4,888,652 15.00% － － 20.00% － － 14.5% 15.6% 148.2% 143.2%

かつらぎ町 5,892,444 14.50% － － 19.50% － － 13.8% 13.8% 131.0% 127.2%

九度山町 2,219,819 15.00% － － 20.00% － － 16.1% 17.0% 101.1% 111.9%

高野町 2,088,496 15.00% － － 20.00% － － 10.6% 11.6% － 18.9%

湯浅町 3,529,641 15.00% － － 20.00% － － 12.8% 15.0% 160.6% 168.2%

広川町 2,573,511 15.00% － － 20.00% － － 6.8% 7.6% － －

有田川町 10,303,836 13.28% － － 18.28% － － 13.5% 14.2% 66.3% 76.7%

美浜町 2,338,745 15.00% － － 20.00% － － 8.6% 7.2% 40.5% 39.3%

日高町 2,524,319 15.00% － － 20.00% － － 11.0% 12.9% 44.8% 53.3%

由良町 2,452,111 15.00% － － 20.00% － － 11.1% 11.2% 112.8% 86.0%

印南町 3,306,715 15.00% － － 20.00% － － 8.8% 8.9% － －

みなべ町 5,705,204 14.59% － － 19.59% － － 18.1% 20.7% 114.0% 126.3%

日高川町 6,347,576 14.29% － － 19.29% － － 17.9% 19.1% 98.1% 110.5%

白浜町 7,058,670 14.03% － － 19.03% － － 10.4% 12.1% 87.1% 89.9%

上富田町 3,593,519 15.00% － － 20.00% － － 18.3% 19.8% 139.3% 144.1%

すさみ町 2,433,695 15.00% － － 20.00% － － 11.1% 12.2% 6.5% 39.0%

那智勝浦町 4,793,176 15.00% － － 20.00% － － 7.1% 8.5% 34.0% 32.2%

太地町 1,279,351 15.00% － － 20.00% － － 5.6% 6.4% － －

古座川町 2,058,595 15.00% － － 20.00% － － 8.9% 9.5% － －

北山村 501,819 15.00% － － 20.00% － － 6.2% 7.2% － －

串本町 6,067,653 14.41% － － 19.41% － － 9.4% 9.9% 81.7% 78.8%

別紙１

実質公債費比率

２３決算
(確定値)

将来負担比率

２２決算
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平成２３年度決算公営企業資金不足比率（確定値） ※資金不足比率が生じている企業のみ 別紙２

単位：千円

市町村等名 事業名

日高川町 簡易水道

串本町 観光施設

※資金不足比率が２０．０％以上となると公営企業会計に係る「経営健全化計画」の策定が必要。

国民宿舎事業会計 10,612 102,252 10.3%

経営健全化基準事業の規模（Ｂ）

20.0%

特別会計名 資金不足額（A）

17.3%135,156簡易水道事業特別会計 23,467

資金不足比率（A／Ｂ）


